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都市計画に関する情報提供 
 

① 八戸市都市計画審議会について 

② 八戸市都市計画マスタープラン見直し及び 

八戸市立地適正化計画策定について 

 



 ①八戸市都市計画審議会について 
 

  
都市計画法の規定により設置される機関で、 
①都市計画法によりその権限に属された事項の調査審議をすること 
②市長の諮問に応じ都市計画に関する事項の調査審議をすること 

1.職務 

2.審議会委員構成 

当審議会の委員は学識経験者、市議会議員、国・県の職員、市の住民で構成されて
おります。委員数は１５名。 

3.審議会の位置付け 

「都市計画を決定・変更する際、都市計画審議会の議を経て決定・変更するもの」と
都市計画法の条文に記載されている。 
 
 
◇都市計画審議会で案が否決されると、一般的には都市計画を決定・変更できない。 

言い換えれば 

【都市計画の種類】 
土地利用（市街化区域、市街化調整区域、用途地域など）、都市施設（道路、公園、下水道など） 
市街地開発事業（土地区画整理事業など）、地区計画等 



 ②八戸市都市計画マスタープラン見直し及び 

八戸市立地適正化計画策定について 

八戸市都市計画マスタープラン 

市町村の都市計画に関する基本的な方針 

◇コンパクトで効率的な市街地の形成 
◇都市拠点へ円滑に連絡する交通ネットワークの形成 

【平成16年3月八戸市策定】 

※当プランは市の将来像を示す全体構想と地域別構想、そして構想実現
の進め方を示す推進方策から構成されています。 

■将来都市像 

■将来都市構造 



【計画の位置付け】 

八戸都市計画区域の整備、開発及び 
保全の方針（県策定） 

八戸市総合計画 
国土利用計画 

八戸市緑の  
基本計画 

八戸市住宅  
マスタープラン 

八戸市景観形成
基本計画 

その他部門別計画 

八戸市都市計画マスタープラン 

市町村の都市計画に関する基本的な方針 

◇コンパクトで効率的な市街地の形成 
◇都市拠点へ円滑に連絡する交通ネットワークの形成 

※当プランは市の将来像を示す全体構想と地域別構想、そして構想実現
の進め方を示す推進方策から構成されています。 

【平成16年3月八戸市策定】 

 ②八戸市都市計画マスタープラン見直し及び 
八戸市立地適正化計画策定について 



 















公共交通              

（維持・充実を図る公共交通網
の形成） 

コミュニティバス等 





立地適正化計画の 
対象区域 

（都市計画区域） 

 ②八戸市都市計画マスタープラン見直し及び 
八戸市立地適正化計画策定について 

都市計画マスタープラン 
の対象区域 
（八戸市全体） 



八戸市都市計画マスタープラン等策定委員会 

開催状況（平成27年度） 
○第１回（8月27日開催）：委嘱状交付、計画策定の概要等 
○第２回（11月20日開催）：都市づくりに向けた課題等 
○第３回（2月16日開催）：将来人口と地域別課題等 

庁内連絡会議 

開催状況（平成27年度） 
○第１回（10月16日開催） 
○第２回（12月25日開催） 
○第３回（３月23日開催予定） 

○八戸市都市計画マスタープラン（平成29年度）    ○八戸市立地適正化計画（平成29年度） 

市民意見等の収集 

○市民アンケート等（第６次総合計画のデータ等を踏襲） 
○関係団体ヒアリング（平成27年度） 
・八戸商工会議所 ・八戸市中心市街地活性化協議会事務局 
・八戸農業協働組合八戸営農センター ・八戸市社会福祉協議会 
・NPO法人はちのへ未来ネット ・青森県宅地建物取引業協会 八戸支部 
・市民活動団体関係者（ぷれジョブ八戸、まちなかミュージアムワークショップ、 

            ミセスV6、協働のまちづくり推進委員会委員、NPO法人 

            ACTY、八戸青年会議所） 
○ワーキング会議（平成27年度～） 
・第１回（3月12日開催予定） 
○地域別懇談会・パブリックコメント等（平成28年度～） 

意見の反映 

意見の聴取 

連携・協働 

八戸市都市計画審議会 
 
 

意見聴取（平成28年度～） 

 ②八戸市都市計画マスタープラン見直し及び 
八戸市立地適正化計画策定について 



 ②八戸市都市計画マスタープラン見直し及び 
八戸市立地適正化計画策定について 

見直しの前提条件の整理

○上位計画･関連計画整理
○現況調査･分析
○現計画の進捗状況の把握･評価
○まちづくりの潮流の整理 等

平成26年度

平
成
2
7
年
度

平
成
2
8
年
度

平
成
2
9
年
度

立地適正化計画の策定

都市の現状把握

○都市機能の立地状況の把握
○公的不動産、低･未利用地調査
○公共交通整備状況の把握
○各地区での将来人口分布の予測 等

都市づくりに向けた課題の設定と見直し･策定の方向性の整理

都市づくりの基本理念等の再設定

全体構想の
見直し

設定区域の方針等の

検討
○区域の機能整備・誘導
の方針の検討

○居住誘導区域外の区域
における管理･活用方
針の検討

○居住調整区域、跡地等
管理区域、駐車場配置
適正化区域等の検討

地域別計画
(11地域)
の見直し

推進方針の見直し 推進方針の設定

推進施策の進行管理方法

都市計画マスタープラン
のとりまとめ

立地適正化計画の
とりまとめ

第
６
次
総
合
計
画
の
策
定

地
域
公
共
交
通
網

形
成
計
画
の
策
定

都市機能誘導区域の

設定
○誘導施設の設定
○都市機能誘導区域の設
定

居住誘

導区域

の設定

都市計画マスタープランの見直し

平成28年度

公表予定

平成29年度

公表予定

全体構想と地域別計画の
とりまとめ

関
係
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地
域
別
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会

地
域
別
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会
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